
議案第154号 

 

   つくば市建築基準条例の一部を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和６年２月13日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

つくば市建築基準条例の一部を改正する条例 

 

つくば市建築基準条例（平成12年つくば市条例第40号）の一部を次のように改正

する。 

目次及び第１章第７節の節名中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

第７条の３の見出し中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改め、同条第１項

中「主要構造部が」を「特定主要構造部が」に、「第108条の３第１項第１号」を「第

108条の４第１項第１号」に、「主要構造部耐火措置等関係規定」を「特定主要構造

部耐火措置等関係規定」に、「主要構造部で」を「特定主要構造部で」に改め、同

条第２項中「主要構造部が」を「特定主要構造部が」に、「第108条の３第１項第１

号」を「第108条の４第１項第１号」に、「主要構造部で」を「特定主要構造部で」

に、「主要構造部耐火措置等関係規定」を「特定主要構造部耐火措置等関係規定」

に改める。 

第11条中「主要構造部及び」を「特定主要構造部及び」に改める。 

第12条ただし書、第15条ただし書及び第17条の表備考第１項第２号中「主要構造



部」を「特定主要構造部」に改める。 

第18条及び第19条第１項中「主要構造部及び」を「特定主要構造部及び」に改め

る。 

第33条、第41条第１項ただし書、第50条第２項ただし書及び第52条第１項第１号

中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

建築基準法の改正で、耐火建築物に関する基準が緩和されたことから、つくば市

建築基準条例についても同様の基準を改正し、その他引用条項についても改正を行

うため、この条例案を提出するものである。 
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つくば市建築基準条例（平成12年つくば市条例第40号）新旧対照表 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則 第１章 総則 

第１節―第６節 （略） 第１節―第６節 （略） 

第７節 耐火建築物の特定主要構造部に対する特例（第７条の３） 第７節 耐火建築物の主要構造部  に対する特例（第７条の３） 

第８節 （略） 第８節 （略） 

第２章―第４章 （略） 第２章―第４章 （略） 

附則 附則 

第１条―第７条の２ （略） 第１条―第７条の２ （略） 

第７節 耐火建築物の特定主要構造部に対する特例 第７節 耐火建築物の主要構造部  に対する特例 

（耐火建築物の特定主要構造部に対する特例） （耐火建築物の主要構造部  に対する特例） 

第７条の３ 特定主要構造部が令第108条の４第１項第１号又は第２号に該当する

建築物（次項に規定する建築物を除く。）に対する第15条、第28条、第29条第１

項、第33条、第34条第１号及び第２号、第35条、第36条、第41条第１項、第49条

第１項及び第３項、第50条第１項及び第２項、第51条並びに第52条第１号の規定

（次項において「特定主要構造部耐火措置等関係規定」という。）の適用につい

ては、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみな

す。 

第７条の３ 主要構造部が  令第108条の３第１項第１号又は第２号に該当する

建築物（次項に規定する建築物を除く。）に対する第15条、第28条、第29条第１

項、第33条、第34条第１号及び第２号、第35条、第36条、第41条第１項、第49条

第１項及び第３項、第50条第１項及び第２項、第51条並びに第52条第１号の規定

（次項において「主要構造部耐火措置等関係規定  」という。）の適用につい

ては、当該建築物の部分で主要構造部で  あるものの構造は、耐火構造とみな

す。 

２ 特定主要構造部が令第108条の４第１項第１号に該当する建築物（当該建築物の

特定主要構造部である床又は壁（外壁を除く。）の開口部に設けられた防火設備

が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱

が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火災を出さないものであることにつ

いて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。）及び特定主要

２ 主要構造部が  令第108条の３第１項第１号に該当する建築物（当該建築物の

主要構造部で  ある床又は壁（外壁を除く。）の開口部に設けられた防火設備

が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱

が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火災を出さないものであることにつ

いて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。）及び主要構造
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構造部が同項第２号に該当する建築物（当該建築物の特定主要構造部である床又

は壁（外壁を除く。）の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建

築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該

加熱面以外の面に火災を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたもので

あるものに限る。）に対する特定主要構造部耐火措置等関係規定の適用について

は、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造と、こ

れらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。 

部が  同項第２号に該当する建築物（当該建築物の主要構造部で  ある床又

は壁（外壁を除く。）の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建

築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該

加熱面以外の面に火災を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたもので

あるものに限る。）に対する主要構造部耐火措置等関係規定  の適用について

は、これらの建築物の部分で主要構造部で  あるものの構造は耐火構造と、こ

れらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。 

第７条の４―第１０条 （略） 第７条の４―第１０条 （略） 

（木造校舎と隣地境界線等との距離） （木造校舎と隣地境界線等との距離） 

第１１条 主要構造部（外壁及び屋根の下地材並びに間仕切壁を除く。）が木造で

ある学校の校舎（耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第１項に規定する特

定主要構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有

する建築物であるものを除く。）の外壁と隣地境界線（当該校舎の敷地が道路に

接する場合には、その道路の反対側の境界線）との水平距離は、４メートル以上

としなければならない。ただし、土地及び周囲の状況並びに建築物の規模により

安全上及び防火上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 

第１１条 主要構造部（外壁及び屋根の下地材並びに間仕切壁を除く。）が木造で

ある学校の校舎（耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第１項に規定する主

要構造部及び  政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有

する建築物であるものを除く。）の外壁と隣地境界線（当該校舎の敷地が道路に

接する場合には、その道路の反対側の境界線）との水平距離は、４メートル以上

としなければならない。ただし、土地及び周囲の状況並びに建築物の規模により

安全上及び防火上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 

（教室等の出入口） （教室等の出入口） 

第１２条 学校の教室その他の幼児、児童、生徒又は学生を収容する居室（以下こ

の条において「教室等」という。）には、避難上有効な廊下、広間又は屋外に面

する出入口を２以上設けなければならない。ただし、耐火建築物、準耐火建築物

又は法第27条第１項に規定する特定主要構造部及び政令で定める外壁の開口部に

設ける政令で定める防火設備を有する建築物に設ける教室等で避難上支障がない

ものの出入口は、１以上とすることができる。 

第１２条 学校の教室その他の幼児、児童、生徒又は学生を収容する居室（以下こ

の条において「教室等」という。）には、避難上有効な廊下、広間又は屋外に面

する出入口を２以上設けなければならない。ただし、耐火建築物、準耐火建築物

又は法第27条第１項に規定する主要構造部  及び政令で定める外壁の開口部に

設ける政令で定める防火設備を有する建築物に設ける教室等で避難上支障がない

ものの出入口は、１以上とすることができる。 

第１３条・第１４条 （略） 第１３条・第１４条 （略） 

（共同住宅等の下階の用途制限） （共同住宅等の下階の用途制限） 

第１５条 共同住宅又は寄宿舎（以下「共同住宅等」という。）の用途に供する建 第１５条 共同住宅又は寄宿舎（以下「共同住宅等」という。）の用途に供する建
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築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

は、共同住宅等の用途に供する部分の下階を次の各号のいずれかに該当する建築

物の用途に供してはならない。ただし、次に掲げる建築物の用途に供する部分の

特定主要構造部を耐火構造とした場合は、この限りでない。 

築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

は、共同住宅等の用途に供する部分の下階を次の各号のいずれかに該当する建築

物の用途に供してはならない。ただし、次に掲げる建築物の用途に供する部分の

主要構造部  を耐火構造とした場合は、この限りでない。 

(1)―(3) （略） (1)―(3) （略） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

（共同住宅等の出入口） （共同住宅等の出入口） 

第１７条 共同住宅等の用途に供する建築物の主要な出入口は、道路に面して設け

なければならない。ただし、その出入口の前面に、共同住宅等の用途に供する部

分の床面積の合計に応じて次の表に掲げる幅員以上の通路で道路に避難上有効に

通じるものを設けた場合は、この限りでない。 

第１７条 共同住宅等の用途に供する建築物の主要な出入口は、道路に面して設け

なければならない。ただし、その出入口の前面に、共同住宅等の用途に供する部

分の床面積の合計に応じて次の表に掲げる幅員以上の通路で道路に避難上有効に

通じるものを設けた場合は、この限りでない。 

共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計 幅員 

（略） （略） 

備考 

１ 共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の数値は、次に掲げる建築物

にあっては、この表に規定する数値の２倍とする。 

(1) （略） 

(2) 法第27条第１項に規定する特定主要構造部及び政令で定める外壁の開口

部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物で規則で定めるもの 

２ （略） 
 

共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計 幅員 

（略） （略） 

備考 

１ 共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の数値は、次に掲げる建築物

にあっては、この表に規定する数値の２倍とする。 

(1) （略） 

(2) 法第27条第１項に規定する主要構造部  及び政令で定める外壁の開口

部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物で規則で定めるもの 

２ （略） 
 

（共同住宅等の階段） （共同住宅等の階段） 

第１８条 主要構造部（屋根及び壁を除く。）が木造である共同住宅等の用途に供

する建築物（耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第１項に規定する特定主

要構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する

建築物を除く。）で、２階における居室（寄宿舎にあっては、寝室）の床面積の

合計が60平方メートルを超えるものにおいては、その階から避難階又は地上に通

第１８条 主要構造部（屋根及び壁を除く。）が木造である共同住宅等の用途に供

する建築物（耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第１項に規定する主要構

造部及び  政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する

建築物を除く。）で、２階における居室（寄宿舎にあっては、寝室）の床面積の

合計が60平方メートルを超えるものにおいては、その階から避難階又は地上に通



4/5 

じる２以上の階段又はこれに代わる施設を設けなければならない。ただし、２階

における戸数が２以下の共同住宅でその階における居室の床面積の合計が100平

方メートル以内のもの又は２階における室数が４以下の寄宿舎でその階における

寝室の床面積の合計が100平方メートル以内のものについては、この限りでない。 

じる２以上の階段又はこれに代わる施設を設けなければならない。ただし、２階

における戸数が２以下の共同住宅でその階における居室の床面積の合計が100平

方メートル以内のもの又は２階における室数が４以下の寄宿舎でその階における

寝室の床面積の合計が100平方メートル以内のものについては、この限りでない。 

（木造共同住宅の構造） （木造共同住宅の構造） 

第１９条 主要構造部（屋根及び壁を除く。）が木造である共同住宅の用途に供す

る建築物（耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第１項に規定する特定主要

構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建

築物を除く。以下この条において「木造共同住宅」という。）においては、住戸

の数は８以下とし、かつ、階数は２以下としなければならない。ただし、住戸の

床面積の合計が250平方メートル以内のものについては、この限りでない。 

第１９条 主要構造部（屋根及び壁を除く。）が木造である共同住宅の用途に供す

る建築物（耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第１項に規定する主要構造

部及び  政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建

築物を除く。以下この条において「木造共同住宅」という。）においては、住戸

の数は８以下とし、かつ、階数は２以下としなければならない。ただし、住戸の

床面積の合計が250平方メートル以内のものについては、この限りでない。 

２―４ （略） ２―４ （略） 

第２０条―第３２条 （略） 第２０条―第３２条 （略） 

（耐火構造としなければならない公衆浴場） （耐火構造としなければならない公衆浴場） 

第３３条 建築物の一部を公衆浴場の用途に供する場合において、その用途に供す

る部分の床面積が300平方メートル以上であるときは、その用途に供する部分の特

定主要構造部を耐火構造としなければならない。 

第３３条 建築物の一部を公衆浴場の用途に供する場合において、その用途に供す

る部分の床面積が300平方メートル以上であるときは、その用途に供する部分の主

要構造部  を耐火構造としなければならない。 

第３４条―第４０条 （略） 第３４条―第４０条 （略） 

（側面空地） （側面空地） 

第４１条 興行場等の用途に供する部分を有する建築物の周囲には、幅２メートル

以上の空地を設けなければならない。ただし、その建築物の特定主要構造部が耐

火構造であって、かつ、開口部に法第２条第９号の２ロに規定する防火設備を設

けた場合は、この限りでない。 

第４１条 興行場等の用途に供する部分を有する建築物の周囲には、幅２メートル

以上の空地を設けなければならない。ただし、その建築物の主要構造部  が耐

火構造であって、かつ、開口部に法第２条第９号の２ロに規定する防火設備を設

けた場合は、この限りでない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第４２条―第４９条 （略） 第４２条―第４９条 （略） 



5/5 

（舞台部の各室の区画避難） （舞台部の各室の区画避難） 

第５０条 （略） 第５０条 （略） 

２ 舞台の上部には、控室、物置場その他これらに類するものを設けてはならない。

ただし、興行場等の用途に供する部分を有する建築物の特定主要構造部が耐火構

造であり、かつ、舞台の上部が防火上安全な構造である場合は、この限りでない。 

２ 舞台の上部には、控室、物置場その他これらに類するものを設けてはならない。

ただし、興行場等の用途に供する部分を有する建築物の主要構造部  が耐火構

造であり、かつ、舞台の上部が防火上安全な構造である場合は、この限りでない。 

３ （略） ３ （略） 

第５１条 （略） 第５１条 （略） 

（主階が避難階以外にある興行場等） （主階が避難階以外にある興行場等） 

第５２条 主階が避難階以外にある興行場等の用途に供する部分を有する建築物

は、次に定めるところによらなければならない。 

第５２条 主階が避難階以外にある興行場等の用途に供する部分を有する建築物

は、次に定めるところによらなければならない。 

(1) 耐火建築物又は法第27条第１項に規定する特定主要構造部及び政令で定める

外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物とし、かつ、興行

場等の用途に供する部分と他の用途に供する部分とを耐火構造の床若しくは壁

又は特定防火設備で令第112条第19項第２号に規定する構造であるもので区画

すること。 

(1) 耐火建築物又は法第27条第１項に規定する主要構造部  及び政令で定める

外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物とし、かつ、興行

場等の用途に供する部分と他の用途に供する部分とを耐火構造の床若しくは壁

又は特定防火設備で令第112条第19項第２号に規定する構造であるもので区画

すること。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

第５３条 （以下略） 第５３条 （以下略） 

 


